
正

誤

ペ
ー
ジ

段

行

誤

正

（
原
稿
誤
り
）

七

上
改
正
後
欄

終
り
か
ら

二

（
略
）

施
設
基
準

〃

〃
改
正
前
欄

〃

〃

令和年月日 木曜日 第号官 報
準
備
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
資
本
準
備
金
の
額
を
二
十
二
億
八
千
七
百
一

万
二
百
十
八
円
減
少
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

掲
載
紙

官
報

掲
載
の
日
付

令
和
六
年
十
二
月
十
六
日

掲
載
頁

一
〇
五
頁
（
号
外
第
二
九
〇
号
）

令
和
七
年
四
月
十
日

岡
山
市
北
区
柳
町
一
丁
目
四
番
二
一
号

平
田
興
産
株
式
会
社

代
表
取
締
役

平
田

啓
子

準
備
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
資
本
準
備
金
の
額
を
七
億
二
千
七
百
十
八
万

二
千
四
百
九
十
五
円
減
少
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
確
定
し
た
最
終
事
業
年
度
は
あ
り
ま
せ
ん
。

令
和
七
年
四
月
十
日

福
岡
県
三
潴
郡
大
木
町
大
字
大
藪
八
七
一
番
地

株
式
会
社
タ
ケ
シ
タ
ホ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
ス

代
表
取
締
役

竹
下

義
人

資
本
金
及
び
準
備
金
の
額
の
減
少
公
告

当
社
は
、
資
本
金
の
額
を
五
千
八
百
三
十
三
万
三
千
七

百
五
十
円
、
資
本
準
備
金
の
額
を
五
千
八
百
三
十
三
万
三

千
五
百
円
減
少
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

こ
の
決
定
に
対
し
異
議
の
あ
る
債
権
者
は
、
本
公
告
掲

載
の
翌
日
か
ら
一
箇
月
以
内
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

な
お
、
最
終
貸
借
対
照
表
の
開
示
状
況
は
次
の
と
お
り

で
す
。

掲
載
紙

官
報

掲
載
の
日
付

令
和
七
年
二
月
二
十
一
日

掲
載
頁

一
三
一
頁
（
号
外
第
三
十
五
号
）

令
和
七
年
四
月
十
日

秋
田
県
北
秋
田
市
綴
子
字
田
中
表
一
一
番
地

株
式
会
社
サ
ク
ラ
バ

代
表
取
締
役

桜
庭

辰
也

基
準
日
設
定
に
つ
き
通
知
公
告

当
社
は
、
令
和
七
年
四
月
三
十
日
を
基
準
日
と
定
め
、

同
日
十
二
時
現
在
の
株
主
名
簿
上
の
株
主
を
も
っ
て
、
令

和
七
年
六
月
十
八
日
開
催
予
定
の
株
主
総
会
に
お
け
る
議

決
権
を
行
使
で
き
る
株
主
と
定
め
ま
し
た
の
で
公
告
し
ま

す
。

令
和
七
年
四
月
十
日

広
島
市
南
区
宇
品
海
岸
三
丁
目
九
番
一
三
号

株
式
会
社
ヒ
ロ
ク
ラ

代
表
取
締
役

大
塚

直
子

定
款
変
更
に
つ
き
通
知
公
告

当
社
は
、
令
和
七
年
四
月
二
十
四
日
付
で
株
券
を
発
行

す
る
旨
の
定
款
の
定
め
を
廃
止
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し

た
の
で
公
告
し
ま
す
。

な
お
、
同
日
に
当
社
の
株
券
は
無
効
と
な
り
ま
す
。

令
和
七
年
四
月
十
日

山
形
県
鶴
岡
市
宝
田
三
丁
目
二
番
四
六
号

東
北
冷
蔵
製
氷
株
式
会
社

代
表
取
締
役

田
澤

繁

定
款
変
更
に
つ
き
通
知
公
告

当
社
は
、
令
和
七
年
五
月
一
日
付
で
株
券
を
発
行
す
る

旨
の
定
款
の
定
め
を
廃
止
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
の

で
公
告
し
ま
す
。

な
お
、
同
日
に
当
社
の
株
券
は
無
効
と
な
り
ま
す
。

令
和
七
年
四
月
十
日

静
岡
県
浜
松
市
中
央
区
高
丘
東
三
丁
目
一
八
番
五
号

金
田
工
業
株
式
会
社

代
表
取
締
役

平
山

智
明

定
款
変
更
に
つ
き
通
知
公
告

当
社
は
、
令
和
七
年
五
月
一
日
付
で
株
券
を
発
行
す
る

旨
の
定
款
の
定
め
を
廃
止
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
の

で
公
告
し
ま
す
。

な
お
、
同
日
に
当
社
の
株
券
は
無
効
と
な
り
ま
す
。

令
和
七
年
四
月
十
日

岡
山
県
津
山
市
上
田
邑
二
八
八
〇
番
地

株
式
会
社
津
山
綜
合
木
材
市
場

代
表
取
締
役

武
本

哲
郎

定
款
変
更
に
つ
き
通
知
公
告

当
社
は
、
令
和
七
年
五
月
一
日
付
で
株
券
を
発
行
す
る

旨
の
定
款
の
定
め
を
廃
止
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
の

で
公
告
し
ま
す
。

な
お
、
同
日
に
当
社
の
株
券
は
無
効
と
な
り
ま
す
。

令
和
七
年
四
月
十
日

佐
賀
市
兵
庫
北
四
丁
目
三
番
一
号

佐
賀
県
食
糧
株
式
会
社

代
表
取
締
役

吉
田

幸
弘

株
式
譲
渡
制
限
設
定
に
つ
き
株
券
提
出
公
告

当
社
は
、
定
款
を
変
更
し
て
譲
渡
に
よ
る
株
式
の
取
得

に
つ
き
当
会
社
の
承
認
を
要
す
る
旨
の
定
め
を
設
け
る
こ

と
に
い
た
し
ま
し
た
の
で
、
当
社
の
株
券
を
所
有
す
る
方

は
、
株
券
提
出
日
で
あ
る
令
和
七
年
五
月
十
九
日
ま
で
に

当
社
に
ご
提
出
下
さ
い
。

令
和
七
年
四
月
十
日

兵
庫
県
芦
屋
市
楠
町
四
番
四

二
〇
四
号

相
互
建
設
工
業
株
式
会
社

代
表
取
締
役

並
河

伸
介

令
和
六
年
九
月
三
十
日
厚
生
労
働
省
告
示
第
三
百
六
号
（
厚
生
労
働
大
臣
の
定
め
る
先
進
医
療
及
び
患
者
申
出
療
養

並
び
に
施
設
基
準
の
一
部
を
改
正
す
る
件
）

七
ペ
ー
ジ
上
段
改
正
後
欄
終
り
か
ら
二
行
目
の
次
に
次
を
加
え
る
。

主
と
し
て
実
施
す
る
医
師
に
係
る
基
準

・

（
略
）

（
削
る
）

（
削
る
）

保
険
医
療
機
関
に
係
る
基
準

〜

（
略
）

（
削
る
）

七
ペ
ー
ジ
上
段
改
正
前
欄
終
り
か
ら
二
行
目
の
次
に
次
を
加
え
る
。

主
と
し
て
実
施
す
る
医
師
に
係
る
基
準

・

（
略
）

当
該
療
養
に
つ
い
て
二
年
以
上
の
経
験
を
有
す
る
こ
と
。

当
該
療
養
に
つ
い
て
、
当
該
療
養
を
主
と
し
て
実
施
す
る
医
師
と
し
て
十
例
以
上
の
症
例
を
実
施
し
て

い
る
こ
と
。

保
険
医
療
機
関
に
係
る
基
準

〜

（
略
）

当
該
療
養
に
つ
い
て
十
例
以
上
の
症
例
を
実
施
し
て
い
る
こ
と
。
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